
【参考4]

BOll-4 医療機器安全管理料

1 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用い

て治療を行う場合(1月につき) 100点

2 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関に

おいて、放射線治療計画を策定する場合(一連につき) 1， 100点

注 1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療

を行った場合に、患者1人につき月 1回に限り算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療が必要な患者に対し

て、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合に算定する。

(平成 28年 3月 4日 厚生労働省告示第 52号)

医療機器安全管理料の施設基準

( 1 )臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用い

て治療を行う場合の施設基準

イ 当該保険医療機関内に生命維持管理装置等の医療機器の管理及び保守点検を

行う常勤の臨床工学技士が一名以上配置されていること。

ロ 生命維持管理装置等の医療機器の安全管理につき十分な体制が整備されてい

ること。

( 2 )放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関に

おいて、放射線治療計画を策定する場合の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師

(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置さ

れていること口

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(平成 28年 3月 4日 厚生労働省告示第 54号)

(医療機器安全管理料)

( 1 )医療機器安全管理料を算定する保険医療機関においては、医療機器の安全使用の

ための職員研修を計画的に実施するとともに、医療機器の保守点検に関する計画

の策定、保守点検の適切な実施及び医療機器の安全使用のための情報収集等が適

切に行われていること。

( 2 )医療機器安全管理料1は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保

守点検及び安全使用を行う臨床工学技士を配置した保険医療機関を評価したもの

であり、当該保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場

合に 1月に 1回に限り算定する。
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( 3 )生命維持管理装置とは、人工心肺装置及び補助循環装置、人工呼吸器、血液浄化

装置(人工腎臓を除く。)、除細動装置及び閉鎖式保育器をいう。

(4 )医療機器安全管理料2は、医師の指示の下に、放射線治療機器の安全管理、保守

点検及び安全使用のための精度管理を行う体制を評価したものであり、当該保険

医療機関において、照射計画に基づく放射線治療が行われた場合、一連の照射に

つき当該照射の初日に 1回に限り算定する。

( 5 )放射線治療機器とは、高エネルギー放射線治療装置(直線加速器)及びガンマナ

イフ装置をいう。

(平 28.3.4 保医発 0304第 3号)
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